
 

 

３３ ヘンドラウイルス感染症 

（１）定義 

ヘンドラウイルスによる感染症である。 

（２）臨床的特徴 

自然宿主はオオコウモリである。ヒトへの感染は、動物（主にウマ）の体液や組織との接触

感染によると考えられている。ヒト症例は非常に少数であり、臨床像の詳細は明らかでないが、

発熱や筋肉痛などのインフルエンザ様症状から、重篤な肺炎、さらには脳炎による意識障害、

痙攣などがありうる。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からヘンドラウイル

ス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ヘンドラウイルス感染症

患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならな

い。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、ヘンドラウイルス感染症の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２

条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ヘンドラウ

イルス感染症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ヘンドラウイルス感

染症により死亡したと判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わ

なければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ヘンドラウ

イルス感染症により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直

ちに行わなければならない。 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 髄液（急性期）、咽頭拭い液、

鼻腔拭い液、尿、病理組織 免疫染色による病原体の抗原の検出 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出（剖検例は中

枢神経系組織からも検出される） 

ＥＬＩＳＡ法又は中和試験による抗体の検出（Ｉｇ

Ｍ抗体の検出（ＥＬＩＳＡ法のみ）又はペア血清に

よる抗体陽転若しくは抗体価の有意の上昇） 

血清 

 


